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第５ ひも付き補助金の一括交付金化 

 

１ 趣旨 

 

（１）目的 

地域のことは地域が決める「地域主権」を確立するため、国から地方への「ひも付

き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方針の下、

現行の補助金、交付金等を改革する。 

 

（２）原則 

こうした目的からして一括交付金は、各府省の枠にとらわれず、ブロックの政策目

的の範囲で、いかなる政策にどれだけの予算を投入し、どのような地域を目指すのか

を、住民自身が考え、決めることができるよう、デザインされなければならない。こ

れにより、地域の知恵や創意が生かされるとともに、効率的・効果的に財源を活用す

ることが可能となる。 

 

（３）手順 

改革に当たっては、地方が円滑に行政サービスを提供できるよう、十分に配慮した

手順で進めていく必要がある。 

 

２ 一括交付金の対象範囲 

 

（１）基本的考え方 

・ 一括交付金化する「ひも付き補助金」の対象範囲は、最大限広くとる。 

・ 補助金、交付金等を保険・現金給付、サービス給付、投資に整理し、地方の自

由裁量拡大に寄与するものを対象とする。 

 

（２）対象範囲の整理方針 

・ 社会保障・義務教育関係 ― 「社会保障・義務教育関係」については、国と

して確実な実施を保障する観点から、必要な施策の実施が確保される仕組みを検

討するとともに、基本的に、全国画一的な保険・現金給付に対するものや地方の

自由裁量拡大に寄与しない義務的な負担金・補助金等は、一括交付金化の対象外

とする。 

・ その他 ― 保険・現金給付に対するもののほか、一括交付金化の対象としな

いものは、最小限のものに限定する。具体的には、災害復旧、国家補償的性格の

もの、地方税の代替的性格のもの、国庫委託金、特定財源が国費の原資であるも

の等に限定する。 

・ 一括交付金化の対象外となる補助金、交付金等についても、できる限り使途の

拡大や手続の簡素化等に努める。 
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（３）実施手順 

・ 投資に係る補助金・交付金等の一括交付金化は平成 23年度以降段階的に実施す

る。経常に係る補助金・交付金等の一括交付金化は平成 24年度以降段階的に実施

する。これにあわせて、経常（サービス）に係る国庫負担金の扱いについて検討

する。 

・ 一括交付金化の対象となるものであっても、ゼロベースから真に国の政策目的

の緊要性を判断し、限定的に特定補助金として許容する場合は、３～５年の期限

を設定した上で、期限到来時に「廃止」又は「一括交付金化」等を判断する。 

 

３ 一括交付金の制度設計 

 

（１）括り方 

（基本的考え方） 

・ 地方の自由度を拡大する観点から、各府省の枠にとらわれず使えるようにし、

できる限り大きいブロックに括る。 

 

（実施手順） 

・ ブロックごとに使途を自由にする。その上で、ブロックの在り方は、地方の自

由度を拡大する方向で、不断に見直しを行う。 

 

（２）地方の自由度拡大と国の関わり 

（基本的考え方） 

・ 地方の自由度を拡大するため、国の箇所付けの廃止など個別自治体への国の事

前関与を縮小し事後チェックを重視する観点に立って、手続を抜本的に見直す。

これにより、国･地方双方の事務の簡素化を図る。 

・ 地方公共団体における事後評価を充実する。 

・ 国は、一括交付金化の実施状況を点検し、ＰＤＣＡサイクルを通じて制度の評

価・改善を図る。その際、会計検査院の検査も活用する。 

 

（３）配分・総額 

（基本的考え方） 

・ 地方の安定的な財政運営に十分配慮するとともに、効率的・効果的な財源の活

用を図る。 

・ 配分については、地方の事業ニーズを踏まえるとともに、国の関与をできる限

り縮小する。また、現行の条件不利地域等に配慮した仕組みを踏まえた配分とす

る。 

・ 総額は、一括交付金化の対象となる補助金・交付金等の必要額により設定する。 

 

（実施手順） 

・ 配分に当たっては、地方公共団体の事業計画に基づく配分と客観的指標による
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配分を用いる。その際、継続事業や団体間・年度間の変動に配慮する。 

 

４ 導入のための手順 

 

・ 平成 23年度から一括交付金を導入する。国と地方の役割分担や地方の事業実施体

制の在り方等を踏まえ、一括交付金の制度設計について、地域主権戦略会議を中心

に関係府省と共に検討し、予算編成過程を通じて一括交付金化の内容を決定する。 

・ また、国と地方の協議の場等において、地方と協議する。 

 

 

 

  



 

 

平成 23 年度予算編成の基本方針（抄） 

 

                      平成 22 年 12 月 16 日 

                   閣   議   決   定 

 

 

３ 重点分野の基本的方向性 

（２）マニフェスト主要事項等の重要な政策課題 

③一括交付金 

歴史の転換点に立つ、日本の経済・社会の新たな有り様を政

府は示すとともに、地域の自由裁量を拡大するため、「ひも付き

補助金」を段階的に廃止し、一括交付金化に着手する。第一段

階として、投資補助金を所管する全ての府省が平成23年度から、

投資補助金の一括交付金化に取り組み、「地域自主戦略交付金」

（仮称）を創設することとする。 

同交付金の規模は、平成 24 年度には１兆円強を目指すが、平

成 23 年度は都道府県分を対象とし、その半分程度の規模を目指

す。内閣府予算として計上し、当面は継続事業が実施できるよ

う配意しつつ、客観的指標による配分を導入するものとする。 
 

 

 



 

「地域の自主性を確立するための戦略的交付金（地域自主戦略交付金）」（仮称） 

 

 

地域の自由裁量を拡大するため、「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、

一括交付金を創設する。 

 このため、第一段階として、投資補助金を所管するすべての府省が平成

23 年度から、投資補助金の一括交付金化に取り組む。 

 

○ 規模（投資関係） 

  都道府県分・市町村分をあわせて 1 兆円強（初年度はその半分程度か） 

  ※ 都道府県分は 23 年度から、市町村分（政令市を含む）は年度間の

予算額の変動性を勘案し、24 年度から導入。 

 

○ 制度の概要 

    「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」を参考とし、以下のとおりとする。 

・ 各府省の枠にとらわれずに使えるようにする。 

   ・ 箇所付け等の国の事前関与を廃止し、事後チェックを重視。 

   ・ 客観的指標に基づく恣意性のない配分の導入（条件不利地域等に配

慮した仕組みを設ける）。 

   ・ 一括交付金化の対象となる事業の範囲で、自由に事業を選択。ただ

し、事業規模等の必要な要件を設ける。 

   

○ 継続事業等の取扱い 

当面は、客観的指標だけでなく、継続事業が実施できる配分とするとと

もに、交付率、地域特例（補助率かさ上げ）、地方財政措置を継続する。 
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